
実質収支に関する調書
大 阪 府 一 般 会 計

平成20年度
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(1) 継続費逓次繰越額

(2) 繰越明許費繰越額

(3) 事故繰越し繰越額

5

6
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による
基 金 編 入 額

5,197,108

実 質 収 支 額

計

－                      

2,929,085,188           

10,394,216

7,298,885               

      金　　     　　額

2,911,392,088           

17,693,100

－                      

大阪府一般会計実質収支に関する調書

平 成 ２０ 年 度

千円

7,298,885               

翌年度へ繰り越すべき財源

区 分

4

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額




